
令和７年第１２回日高市農業委員会議事録 

開 催 月 日   令和７年 12 月 25 日(木) 

開 催 場 所   日高市役所 ３０１会議室 

開 催 時 刻   午後３時３０分 

閉 会 時 刻   午後５時００分 
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これより、議事に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

農業委員会会議規則第 14 条の規定によりまして、議事録署名委員の指名を

します。本総会の議事録署名委員は、７番 、９番にお願いします。 

 

日程第２ 議案第34号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第34号農地法第５条の規定による許可申請について、を議題とし

ます。議事に入る前に議事参与の制限により、〇〇委員は退室願います。 

(〇〇委員退室) 

それでは、審議に入ります。本件担当の 〇〇委員より、申請地の状況に

ついて説明をお願いします。 

申請地は高萩地内で、8月の総会で〇〇市に本社がある農業法人が管理して

いた農地を〇〇が買受けた畑です。現地は耕うんされ、きれいに管理されてい

ました。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

申請人は、建築業を営む事業者です。〇〇地内でアパートの建築工事を実施

しており、作業員の駐車場が足りないため、申請地を一時転用して駐車場とし

て利用したいとのことです。申請地の農地区分は第１種農地となりますが、２

ケ月間の一時転用とのことで、農用地利用適合証明書も申請されており、終了

時には農地に復元することを確認していることから問題はありません。また、

計画目的に必要性があると思われます。 

ただいま、 〇〇委員及び事務局より説明がありましたが、質疑がありまし

たらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第５

条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

〇〇委員は入室してください。 

(〇〇委員入室) 

続いて２番の議事に入ります。議事に入る前に議事参与の制限により、

〇〇委員は退室願います。 

(〇〇委員退室) 

それでは、審議に入ります。本件担当の委員より、申請人の状況について説

明をお願いします。 

申請地は〇〇地内、〇〇の自宅の北側です。現地はきれいに管理されていま

した。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

申請人は、平成〇年に自己用住宅を建築して居住しています。北側の地盤が

沈下しブロック塀が陥没してしまい生活に支障をきたしていることから、敷地
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拡張して地盤改良の工事を実施して新たにブロック塀を設置したいとのこと

です。資金計画につきましては、事業費に対して全て自己資金にて対応します。

申請地の農地区分は１種農地となりますが、既存敷地拡張の 1/2 を超えないも

のに限るが認められることで例外規定に該当します。また、計画目的に必要性

があると思われます。 

ただいま、 梅澤委員及び事務局より説明がありましたが、質疑がありまし

たらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第５

条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可と決しました。 

〇〇委員は入室してください。 

(〇〇委員入室) 

続いて３番の議事に入ります。本件担当の〇〇委員より申請地の状況につい

て説明をお願いします。 

 申請地は〇〇地内、県道〇〇のガード西側 200ｍ手前を左折して、〇〇工場

がある隣接地です。現地は保全管理されていました。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

申請人は、愛知県〇〇市に本社がある漬物を製造している事業者です。〇〇 

地内に子会社である漬物工場があります。出荷量の増加に伴い従業員及び運送

関係車両の駐車場が不足しており、出荷作業やトラックの出入りに支障をきた

している状況です。そのため、駐車場として敷地拡張したいとのことです。資

金計画につきましては、事業費に対して全て自己資金にて対応しております。

申請地の農地区分は２種農地となり、計画目的に必要性があると思われます。 

ただいま、〇〇委員及び事務局より説明がありましたが、質疑ありましたら

お願いします。 

 ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第５

条第２項各号に該当しないため、許可相当で異議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

日程第３ 議案第35号 農業中間管理事業の推進に関する法律第18条第

３項の規定による農用地利用集積促進計画(案)の決定について 

議案第35号農業中間管理事業の推進に関する法律第18条第３項の規定

による農用地利用集積促進計画(案)の決定について審議に入ります。 

本件担当の 〇〇委員より申請地の状況について説明をお願いします。 

先日、現地を確認してきました。申請地の状況について始めに利促-1-1から

説明します。場所は、〇〇地内、〇〇がある周辺です。２箇所ともきれいに管



 

 

 

 

 議  長 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 議  長 

 

 委  員 

 議  長 

 

 委  員 

 議  長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議  長 

事 務 局 

 

 議  長 

 委  員 

 議  長 

理されていました。利促-1-2は、県道〇〇の〇〇交差点から西に100ｍ進んだ

南側です。こちらもきれいに管理されていました。利促-1-3は、県道〇〇の〇

〇市境で〇〇の南側です。現地はきれいに管理されていました。利促-1-4.5は、

先程の〇〇の西側です。こちらもきれいに管理されていました。 

続いて、事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

借受人は、全国で 21 か所の農場を開設し、オーガニックの野菜等に力をい

れている農業者で、広域で認定農業者の認定を受けています。経営面積は、約

17ha となります。今回、終期を迎えた農地の更新に加え、３筆は経営地に隣接

する新規の圃場となります。農場長は、年間 240 日従事しており、雇用労働力

は、年間延日数は 1920 日となります。農機具については、耕運機やトラクタ

ー、トラックを複数所有しています。審議のほど、よろしくお願いいたします。 

ただいま、〇〇委員及び事務局より説明がありましたが、質疑または、意

見がありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。お諮りします。今回の計画について、「意見なし」とい

うことでよろしいでしょうか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件について「意見なし」で回答します。 

 

日程第４ 議案第３６号 非農地判断について 

議案第36号非農地判断について議題とします。非農地№11～№14 〇〇

区は、〇〇委員の所有地であり議事参与の制限のため先にそれ以外を事務局

より説明をお願いします。 

今回は、遊休農地調査で再生困難な農地と判断されたものの中から、委員の

皆さんから、非農地判断候補地として提出してもらい事務局で厳選いたしまし

た２７筆を議案に諮らせて頂きました。 

〈資料に基づき内容説明〉 

№1～№4 〇〇、〇〇地区 

№5～№10 〇〇地区 

№15～№19 〇〇地区 

№20～№22 〇〇、〇〇地区 

№23～№27 〇〇地区 

ただいま、事務局より説明がありましたが、非農地№11～№14の説明に入

る前に議事参与の制限により〇〇委員は退出願います。 

(〇〇委員退室) 

〈資料に基づき内容説明〉 

№11～№14 〇〇地区 

ただいま、事務局より説明がありましたが、質疑ありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。農地法第 2
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条第 1 項に規定する農地に該当しない非農地と判断することで異議ございま

せんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本案件は、農地法第 2条第 1項に規定する農地に該当

しない非農地と判断することで承認とします。 

〇〇委員は入室してください。 

(〇〇委員入室) 

 

日程第５ 「専決処分の報告」について 

日程第５「専決処分の報告」について、農地法第５条第１項第６号が１件あ

ります。質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

以上で、本日の審議事項等すべて終了しました。 

 

署    名 

 この議事録は、農業委員会事務局が作成したものであるが、議事録の内容が正当であることを証する

ため、ここに署名する。 

  議     長                                

 

  議 事 録 署 名 委 員                            

 

                                  


